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ＮＰＯ法人高知こどもの図書館ギャラリ―利用規約(案)の作成 

-高知市及び地方の都市におけるギャラリ―の利用規約等の現況を参考として- 
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ＮＰＯ法人高知こどもの図書館はギャラリ―整備事業を行い、図書館内の倉庫を改築し、ギャラリ―スペースを設けることになった。

高知市及び地方の都市におけるギャラリ―の事例を参考として、ギャラリ―が図書館の趣旨や理念に基づいたもの、市民や他の公

益団体にとって利用しやすいものとなるように、使用目的及び使用料金を中心に検討し、利用規約(案)を作成した。 
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１.はじめに 

１.１ 研究の背景 

１）ギャラリ―整備事業 

NPO法人高知こどもの図書館では、二階の多目的スペ

ースにおいて、多採な行事を行なっている。そのため、こ

の多目的スペースは、現在、満杯の状態である。そこで、

施設二階にある倉庫をギャラリ―に改築し、展示を中心と

した行事等、それに活用できる場所とする、2012年度高

知こどもの図書館ギャラリ―整備事業を行った。高知こど

もの図書館は、高知市の中心地に立地しているが、中心

地は比較的自由に使える展示等の空間が少ない。しかし、

この整備事業により、市民や他の公益団体等の展示等に

係る場が確保される。また、子どもに係わる各種・多採な

展示等のイベントを通して、高知こどもの図書館の活

動理念の充実・強化が図れる。 

 

 

 

 
図１.ギャラリ―整備事業による効果の全体像 

２)利用規約の必要性 

 ギャラリ―のハード部分は完成したが、ギャラリ―を

運営するためには、ソフトとしての利用規約が必要と

なる。また、その利用規約は、当然、図書館の設立趣

旨・活動理念に則したものにする必要がある。 

 

１.２ 研究の目的 

 そこで、本研究では、高知市及び地方の都市における

ギャラリ―の利用規約等の現況を参考として、高知こ

どもの図書館ギャラリ―が、図書館の活動理念に基づ

いたもの、市民や他の公益団体にとって利用しやすい

ものとなるための、利用規約案を作成する。 

 

１.３ 研究の方法と構成 

研究の方法と構成は図２の通りである。 

 

 

 

 

 
図２.研究の構成 
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２.高知市におけるギャラリーの現況  

２.１ 高知市中心部におけるギャラリーの分布状況 

図３の通り、高知こどもの図書館の周辺にはギャラ

リ―があまり立地していないことが分かる。また、高

知こどもの図書館は文教地区のほぼ中心に位置してお

り、この文教地区にギャラリ―が開設されることは、

地区の個性を高める上でも重要である。 

 

２.２ 高知市におけるギャラリーの使用料金の現況 

 高知市における公共・民間のギャラリーの内、おお

よその展示スペースの面積を算出出来るものを利用し

て、1㎡当たりの使用料金を算出した。ただし、料金

は一週間単位とした。 

１)公共部門 

公共部門の算出結果は表１の通りである。 

 

 

表１．ギャラリー（公共）の 1㎡当たりの利用料金 

 

２)民間部門 

 民間部門の算出結果は表２の通りである。 

表２．ギャラリ―（民間）別 1㎡当たり利用料金 

 

 

図３.高知市中心部のギャラリ―分布図 
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３.地方の都市におけるギャラリ―利用規約の

現況と共通項目の抽出 

１)利用規約の現況 

 ‐省略‐ 

２)利用規約の共通項目の抽出 

 高知市及び地方の都市におけるギャラリーの利用

規約を収集・整理した。その中から高知こどもの図

書館ギャラリ―にとって必要であると考えられる 

１４項目を抽出した。これらを、ギャラリ―の利用

規約項目として使用する。また、規約作成の際に、

使用目的と使用料金が、特に、検討を要する項目と

なる。 

 

表３.共通している利用規約項目 

 

 

４.高知こどもの図書館ギャラリーにおける利用規

約の検討 

１)使用目的 

 使用目的は、図書館の設立趣旨や活動理念に則し

たものに設定する。よって、「高知こどもの図書館ギ

ャラリ―『あとりえほん』は、当図書館の設立趣旨

や活動理念に則した、絵画・版画・陶芸・彫刻・書・

写真・手工芸などの幅広いジャンルで、個展やグル

―プ展などの作品発表の場としてご利用頂けます。」

と設定した。 

 

２)使用料金 

 使用料金の検討は、２章で算出した１週間の料金

の１㎡当たり単価を、図書館ギャラリ―の展示スペ

ースの面積に乗じた価格を用いて、大人料金と学生

料金に分けて行った。 

 

(１)大人料金 

 使用料金の１㎡当たり単価の平均を、高知こども

の図書館ギャラリーの展示スペースの面積に乗じた

価格は、公共では、約 13,990円/1週間となった。ま

た、民間では、約 17,152円/1週間となった。そこで、

高知こどもの図書館ギャラリ―における使用料金は、

公共とほぼ同じ価格である、14,000円/1週間が妥当

であるとした。したがって、大人料金は 2,000円/日

となる。 

 

図４.使用料金の検討(大人料金) 

(２)学生料金 

 学生料金は、今回収集した事例では、ファウスト

ギャラリ―にのみ設けられていた。その１㎡当たり

単価を、高知こどもの図書館ギャラリーの展示スペ

ースの面積に乗じた価格は、約 12,194円/1週間とな

った。そこで、高知こどもの図書館ギャラリ―にお

ける使用料金は、その 15％引きの、10,500円/1週間

が妥当であるとした。したがって、学生料金は 1,500

円/日となる。 

 

図５.使用料金の検討(学生料金) 
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５.ギャラリーの利用規約案の作成 

 検討した使用目的・使用料金と、その他の規約項

目をまとめ、高知こどもの図書館ギャラリ―におけ

る利用規約案を作成した。(図６) 

 

６.まとめ‐成果と課題 

 今回の研究で、たたき台としての、高知こどもの

図書館ギャラリ―における利用規約案を作成するこ

とが出来た。また、図書館の設立趣旨や活動理念基

づいた使用目的と、市民や他の公益団体にとって利

用しやすい使用料金を設定出来たといえる。 

しかし、今回作成した利用規約案では、展示作品

の販売を行わないことにしている。よって、それを

行う場合は、その使用料金も検討する必要がある。 
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図６.高知こどもの図書館ギャラリ―における利用規約案 


